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令和４年度第１回目黒区国民健康保険事業の運営に関する協議会 議事録 

 

１ 日  時  令和５年３月２日（木）１３時３０分 

２ 場  所  目黒区総合庁舎４階 特別会議室（リモート参加併用） 

３ 出席者 

（１）審議委員１８人（定数２１人 欠席３人） 

被保険者代表(６人) 積田委員、井出委員、小谷田委員、 

三輪委員、長南委員、小杉委員 

   療養担当者代表(５人) 渡邊委員、清水委員、奈良橋委員＊、池田泰委員、寺田委員＊ 

   公益代表(４人) おのせ委員、武藤委員、芋川委員、三木会長 

   被用者保険等代表（３人） 池田幸雄委員、河久保委員、菅牟田委員 

                          ＊印は、リモートによる参加者 

   欠席者（３人） 岡田会長職務代行者、吉田委員、斉藤委員 

（２）区 側  ７人 

   区長、区民生活部長、国保年金課長、国保年金課管理係長、同課特定保健指導係長、

同課管理係職員２名 

４ 議 題 

（１）諮問事項に関する審議 

目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例案について 

（２）報告事項（資料配付による） 

   高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施について 

５ 配付資料 

（１） 令和４年度第１回目黒区国民健康保険事業の運営に関する協議会次第 

（２） 諮問文（写し） 

（３） 目黒区国民健康保険事業の運営に関する協議会資料（別添資料１～６を含む） 

（４） 令和５年３月２日付け目区国第５３４２号通知【傷病手当金再延長関係】 

（５） 目黒区国民健康保険事業の運営に関する協議会委員名簿 

（６） 答申文（写し） ※会議終了時に委員に配付 

６ 会議次第（会議の結果と主な発言） 

（１） 区長あいさつ  

（２） 諮問  

諮問文を区長から会長に手渡 

※諮問後、区長は所用により途中退席。 

（３） 議題 

   目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例案について 

説  明：資料に基づき事務局（国保年金課長）から説明 
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質疑応答：以下のとおり 

質疑１（Ａ委員） 

●委員 

毎年の保険料の伸びは、医療の高度化、高齢化に伴う医療費の伸びが背景にあると考える

が、区は今後の医療費の伸びをどう考えているか。東京都、特に特別区は人口、医療機関と

もに多いため、コロナ禍の影響も大きかったと思うが、そうした面からも今後の医療費の動

きについてどうみているのか。 

〇国保年金課長 

ご指摘のとおり、医療費全体では、医療の高度化、高齢化等の影響で全国的に伸びてきて

いる。制度改革のあった平成３０年度と比較すると、医療費総額、一人当たりの医療費は４％

以上の増。国民健康保険については、全国レベルでは、被保険者数の減少もあり、医療費総

額も横ばいもしくはやや減少傾向である。一方、一人当たりの医療費は、７％以上増加。こ

れは、国保における高齢化が進んでいるためととらえている。また、東京都、特別区の特徴

として、医療機関が多く、高度医療も受けやすい環境があり、さらに、コロナ禍の特殊要因

も加わり、一人当たりの医療費は平成３０年度と比べると１０％以上の増加率となっており、

東京都は他県より高い増加率となっている。令和２年度については、コロナの影響による受

診控えにより、一人当たりの医療費は対前年度比２％程度減となったが、令和３年度はその

反動もあり、１０％を超える増となった。令和４年度においても、令和３年度ほどではない

が、引き続き一人当たり医療費が伸び続けているため、コロナの影響が落ち着いたとしても

一定程度伸びていくと推測している。 

●委員 

 今後、団塊の世代の後期高齢者医療への移行により、国保の被保険者が減少し、被保険者

の一人当たり医療費が増えて保険料も伸びていくことが予想される。一般財源の投入、激変

緩和措置等を行っている状況ではあるが、国や都に対して何らかの要望をしていかなければ

ならないと考える。区はどのように考えているか。 

〇国保年金課長 

 被保険者数が減少する中で、一人当たりの医療費は今後も伸びていく可能性が高く、それ

に伴って保険料の増加が見込まれる。特別区では多額の一般財源を投入することで保険料の

伸びを一定程度抑えている。しかし、制度上の課題が大きく一般財源の投入も限界に達する

と考える。その中で、国も赤字補填のための一般財源の投入は減らすべきという方針を示し

ている。これらのことから、一般財源の投入は被保険者の保険料負担の状況を考えつつ、区

として、特別区として、総合的に検討していく必要がある。その一方で、都や国に対して財

政支援等を引き続き求めていく。また、当面の財政支援とともに長期的な展望に立った医療

保険制度の一本化といった抜本的な改革を、全国市長会等を通じて行っている。引き続き

国・都への要望を強く行っていく必要があると考えている。 

 

質疑２（Ｂ委員） 

●委員 
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５点伺う。 

１点目、激変緩和の今後の状況の話し合いについてどうなっているか。 

２点目、令和５年度の保険料算定における目黒区の保険料抑制について詳しく知りたい。 

３点目 令和５年度保険料案において、所得割について目黒区では特別区の算定に調整を

行っているというが、具体的にはどのような調整か。 

４点目、モデルケース（資料３）において、保険料減額にぎりぎり該当しない世帯の負担

が大きいと考える。物価上昇等により生活が圧迫される状況の中で、このような世帯に対す

る実態調査等を行っていただきたいがどうか。 

５点目、先ほど質疑の回答の中で、保険医療制度の一本化という話があったが、これにつ

いて、具体的にどのような話し合いになっているか、区は把握しているのか。 

〇国保年金課長 

１点目の特別区独自の激変緩和の割合については、基本的には納付金の１００％を保険料

算定に反映することを目指す原則に変更はない。しかし、新型コロナウイルス感染症という

特殊事情も踏まえ、令和３年度と令和５年度に据え置きをしてきた。そのため、６年度に、

９７．３％から１００％に引き上げてしまうと、保険料のかつてない急増となることが想定

される。現段階で、どのようにすべきかの議論はされていないが、医療費の状況や被保険者

の負担、一般財源の投入等の要素を踏まえて考えていく必要があると考える。 

２点目の今年度の保険料抑制は大きく３つ行った。１つ目は、特別区の激変緩和割合を本

来なら９８．７％にするところ、９７．３％に維持することによる抑制。２つ目は、本来な

らば被保険者負担となる新型コロナウイルス感染症に関わる費用を一般財源から投入する

ことでの抑制。３つ目は、こちらもコロナウイルス感染症に関係するが、３年度の想定を超

える医療費の伸びに対応するために取り崩した財政安定化基金を、本来なら被保険者負担と

なるところを一般財源から２０億円投入することで抑制している。 

３点目の５年度の目黒区の保険料率の設定について、後期高齢者支援金分の所得割率が特

別区の統一保険料率と異なる点において、目黒区では２．３１％としており、特別区の統一

保険料率の２．４２％よりも低い設定としている。統一保険料率を採用してしまうと、政令、

条例で定められている、保険料として本来集めるべき総額である賦課総額を超えてしまう。

約４０００万円の財源超過、集め過ぎとなる見込みとなったため、それを防ぐために調整し

た。 

４点目の低所得者の実態調査については、納付書を６月と１１月に送付する際に、納付が

難しい方は連絡をいただくよう、機会をとらえて周知を図っている。相談があった際には、

滞納対策課と連携しながら丁寧に状況に応じた対応をしている。困っている人への区側から

のアプローチに関しては、対象者の把握や体制面など実施していく中での課題が多くあるた

め、現段階で実施は難しいと考える。引き続き関係所管と連携しながら、区として被保険者

の方に寄り添った対応をしたいと考える。 

５点目の医療制度の一本化について、国民健康保険制度は制度上の課題が大きい。例えば、

高齢者が多いことによって医療費が高額になりやすいが、一方で収入は少ないといったとこ

ろで保険料が高くなってしまうという側面がある。そういった制度と、ほかの被用者保険、
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健康保険と一本化していくような議論を国で行っている。区では、その議論の具体的な詳細

までは把握していない。 

●委員 

 被保険者側から連絡がないと実態把握が難しい状況かと思う。また、モデルケースから収

入に対する保険料負担は低所得者のほうが厳しい状況が読み取れる。保険料の減額対象にな

れば割合に応じて保険料は軽減されるが、それでも前年に比べると保険料は高くなっている。

物価上昇があり、給与や年金は上がらない状況を考えると大変な実態がある。連絡があれば

個別に対応するという対応以外難しいという状況の中で、保険料抑制をさらに行う検討はし

なかったのか。 

 国保制度自体が破綻している。保険料が上がり続け、それに対する財源投入をどこまで行

うべきかが問題となり、国や都に財政支援を求めているところだと思う。そのような中で一

本化の話になったときに、被用者保険に加入している人からすると、今より保険料が上がる

のではないかという心配もある。その状況をどうしていくのかという課題がある。区として

は国や都に財政措置の要望をしていく必要があると思うがどうか。 

〇国保年金課長 

 保険料が上がっていけば低所得者は厳しくなっていくという中で、統一保険料方式として

他区とも連携しながら保険料率を設定してきた。根拠を持った抑制としては今回の抑制案が

限界と考える。必要以上に抑制をしてしまうと、その反動が大きくなってしまう。今回の例

でいうと、新型コロナウイルス感染症にかかった医療費は、国の考え方では保険料として集

めるべきものだが、特別区では、これらを保険料負担としてしまうと被保険者の負担があま

りにも大きくなってしまうと考え、一般財源を投入して抑制した。一方で、これ以上の抑制

は根拠がない。極端な話、前年度と全く同じ保険料を設定する方法もあるが、根拠のない抑

制は後年度負担になってしまうため、そのバランスを見てこの案とした。 

 国へ一本化に向けた声を上げていく必要があるということだが、総体としてどうしていく

べきかいうことになっていく。国民健康保険制度は高齢者の方が多く、財政基盤が安定して

おらず、保険料が高くなりやすい。他の保険の倍近い保険料負担となっており、やはり厳し

い状況である。そういった制度上の課題が大きいため、引き続き制度の在り方については国

のほうで改めて検討してもらう必要があると考え、国・都には強く要望していきたい。 

●委員（意見要望） 

 後期高齢者医療制度への移行や、国の非正規雇用者への社会保険適用拡大などの影響によ

る被保険者数の減、新型コロナウイルス感染症の影響による医療費の増等により、国民健康

保険の一人当たり保険料は伸びている。 

区はこれに対して、一般財源を投入して抑制を図ろうとしている。しかし、モデルケース

からは、保険料減額措置世帯の保険料も容赦なく伸び、減額措置にぎりぎり該当しない世帯

では高所得層よりも収入に対する保険料負担率が高いことが読み取れる。これは、光熱費高

騰や物価上昇により家計が圧迫される低所得世帯には厳しい状況であり、抑制措置が不十分

だと考える。 

区は国民健康保険に加入している区民の生活実態の把握について連絡待ちではなく、積極
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的に調査を行うことを要望する。 

 

質疑３（Ｃ委員）（意見要望） 

●委員 

 高齢化等による医療費の高騰により保険料が増加するという点において、健康保険組合や

協会けんぽから退職等により脱退して国保に移られるかたも多い。国保に入った後に高齢化

して医療費が多くかかるということも一つの原因と考える。その中で、日本が高齢化するこ

とに対して、早め早めに手を打つ必要がある。３年度の６５歳以上の人口比は３６２１万人、

全体とすると、２８．９％が高齢化している状況であり、２０６５年の総人口を試算すると

８８０８万人で、高齢化率は３８．４％と推計されている。どうやっても医療費は高齢化す

れば上がっていく。それに対して、高齢者、あるいは４０歳以上の特定健診の対象になる前

の段階から、早めにいろいろな事業を展開することが重要である。健康保険組合では、保健

事業としてデータヘルス計画やメタボ検診やスポーツ事業や健康課題に関するセミナー等

を行って、少しでも多くの健康な人を増やして医療にかからないようにするような取り組み

を行っている。保険料の問題については、健康保険組合の保険料率も上がっており、昨年度

で９．２％、おそらく今年度はさらに上がる見込みで、協会けんぽは１０％というような状

況であり、全国的にも医療費は増えている。高齢者の支援金の負担も重く、基本的には保険

料を上げざるを得ない。そういった状況もあるため、できるだけ健康な人を増やし、健康意

識を高めること、高齢者に医者にかからないでくださいというよりは、医者にかからない高

齢者を増やすことが重要だと考える。医師の先生方は、高度医療等についてご苦労されてい

ると思う次第であり、医者に行っていただくのは必要なことではあるが、全国的には健康な

人を増やし、先生方にはかかりつけ医として普段から健康状態を診ていただくということも

重要だと考える。意見という形だが、健康保険組合の立場からは、保健事業を中心に健康な

人を増やして、医療費の伸びを抑制し、日本全体で健康になるという長期的な観点で取り組

んでいる。 

採決：「目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例について」 

賛成者多数により、原案を可とする。 

 

（４）答申 

   答申文を会長から区長（代理：区民生活部長）に手渡 

（５）報告事項 

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施について 

説 明：国保年金課長から資料に沿って説明。 

質疑応答：以下のとおり 

 

質疑（Ｂ委員） 

●委員 

 個人情報いついては審議会等にかけられて対応していくという認識でよろしいか。 
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〇国保年金課長 

関係法令の改正が行われており、一体的な実施をしていくために、例えば、介護の情報、

検診の情報、レセプトや特定検診等の情報を、それぞれの所管で相互に確認できることが法

令上認められる事業となるので、審議会等への確認事項は特に必要ないと認識している。 

●委員 

やはり心配なのが個人情報についてで、さらに扱う情報がセンシティブなものと思われる

ため、そこについての対応が必要になってくると思うが、区はそれに対してどのように考え

ているか。 

〇国保年金課長 

個人情報保護を所管している情報政策推進部とも確認、共有している事項であり、そうい

った確認も行っている。一方で、ご指摘のとおり、非常にセンシティブな情報も取り扱うが、

そういった情報を多角的に相互の所管で連携することで、現在行き届いていないかたへのア

プローチが可能となるため、慎重に進めていきたい。 

 

（６）その他 

   事務局からの連絡事項等：現在、国において、産前産後の保険料減免に係る法改正が

予定されている。これに伴い、区の国保条例も改正する必要となる見込みである。その

ための諮問をさせていただく予定のため、次回開催は本年の夏頃の開催を予定している。 

 

 

以   上 


